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はじめに 
 2006 年 11 月 17 日、ベトナムのハノイで

開催されたAPEC首脳会議において日本と

チリの二国間首脳会談が行われた。その際、

両国首脳が日本・チリ経済連携協定（以下、

日チリEPA）の交渉を「成功裡に成し遂げ

たことを歓迎する」との共同新聞発表が発

出された1。事実上の交渉終了宣言である。

2005 年の韓国APEC首脳会議で当時の両国

首脳により交渉開始が発表されてから、僅

か一年でのスピード終結であった。今後両

国は 2007 年の署名・発効を目指して、国

内の法的手続きプロセスを踏んでいくこ

とになる。 
 日チリ EPA は市場アクセスのみならず、

サービス、投資、知的財産、競争、政府調

達、貿易の技術的障害、衛生植物検疫措置

といった幅広い経済分野を扱うものであ

り、しばしば「包括的 FTA（自由貿易協定）」

と呼ばれるタイプの協定である。 

 
１．チリの通商政策 
 チリでは 1973 年 9 月 11 日に軍事クーデ

ターが勃発し、アウグスト・ピノチェ将軍

率いる軍事政権はそれまでの輸入代替型

経済構造から対外開放型経済構造への転

換を図っていく2。通商政策の特徴としては、

ユニラテラルな市場開放政策が挙げられ3、

1973年 12月には 0％から 750％（平均 94％）

であった関税率を段間的に引下げ、1979 年

には一律 10％を達成した。また非関税障壁

の撤廃、積極的な外資政策等の断行に加え、

付加価値税（IVA）の輸出業者への還元、

輸出プロジェクトのために輸入された資

本財に対する関税支払い延期といった制

度も取り入れられた。さらには輸出の一層

の 振 興 を 図 る た め に 輸 出 振 興 局

（PROCHILE）が創設され（1974 年）、特

に非伝統産品輸出の促進及び新規市場開

拓に貢献していく。 
 80 年代初頭の経済危機を契機に通商政

策は一定の修正を迫られ4、1984 年 9 月に

は一律関税が再度 35％にまで引き上げら

れた5。外資政策に関しては債務の資本化が

法制化されたことにより、この時期の外国

投資の拡大に寄与したとされている6。また、

アンチダンピング制度及び価格バンド制

の導入（小麦、砂糖、植物油）といった保

護貿易政策ともいえる措置が講じられて

いる。一方で、積極的な輸出振興策が実施

されたのもこの時期の特徴である。その代

表的な例が 1985 年に導入された非伝統産

品輸出払戻金制度(registro simplificado）で

あり、86 年以降の輸出量の伸びに貢献した

との評価を得ている7。 
 1990 年に民政移管を達成すると、文民政



権は貧困、格差拡大、失業といった社会的

イシューを政策の柱とする一方、軍政の経

済政策を「基本的に」踏襲していく。通商

政策についてはさらなる関税引下げが行

われた一方で、相互補完的な性格を持つバ

イラテラル（二国間）、マルチラテラル（多

国間）市場開放に重点を置いた政策へのシ

フトが行われ、積極的に貿易協定を締結し

ていくことになる8。 

 
2．アジア太平洋のプラットフォーム 

 チリが締結してきた貿易協定をまとめ

たものが表 1 である（交渉中及び交渉開始

につき合意したものも含む）。地域別にみ

ると、（1）ラテンアメリカ・カリブ地域、

（2）北米、（3）欧州、（4）アジア太平洋

地域の四地域に大別されるが、このうち

（1）に関しては軍政期に同地域との政

治・経済関係を軽視してきた9という反省の

下、90 年代初頭に積極的な経済補完協定

（ACE）の締結が行われた。 
 

表 1 チリの貿易協定の現状 

 
  



そしてチリが近年推し進めているのが（4）
のアジア太平洋地域との協定締結である10。

2003 年に韓国とFTAを締結したのを皮切

りに、ニュージーランド、シンガポール、

ブルネイとの所謂P4・FTA（2005 年７月）、

中国とのFTA（2005 年 11 月）、インドとの

部分到達協定（2006 年３月）と次々に締結

している。さらに冒頭で述べたように日本

との交渉を終了したほか、ベトナム、オー

ストラリアとも交渉を開始することで合

意を得ている11。 
 このようにチリは国家戦略としてアジ

ア太平洋地域との経済関係強化を図って

おり、このことはアレハンドロ・フォック

スレイ外相が 2006 年 4 月に国会において

行った外交戦略に関する演説にも謳われ

ている12。 
このアジア太平洋重視の通商戦略は、

2004 年にチリがAPEC開催国となったこと

を契機に一段と本格化した。翌 2005 年に

は「プラン・アジア（Plan Asia）」と呼ばれ

る通商政策が発表され、この中でチリの総

輸出額の約 36％がアジア地域に向けられ

ており（2005 年）、同地域との経済関係を

強化することにより、チリを(1)アジアの対

ラテンアメリカ投資のプラットフォーム、

及び（2）南米とアジアの財・サービス貿

易のゲートウェイにするよう政府は努め

ていくと宣言されている13。 
 
３．日本・チリ経済連携協定（EPA） 
 日チリEPAは、上に見たチリのアジア太

平洋地域への通商戦略という文脈に位置

づけられる。日本とのEPA交渉においてチ

リ側の主席交渉官を務めたカルロス・フル

チェ外務省国際経済関係総局（DIRECON）

長は、「チリは既にアジア諸国とは中国、

韓国、インド、P4 との間にFTAを締結して

おり、さらに南米諸国ともFTA網を構築し

ている。これら既存のFTAに加え、今回の

対日FTA（EPA）交渉終了という動きは、

正しく政府がプライオリティーをもって

取り組んでいる環太平洋地域におけるプ

ラットフォーム化計画と呼応するもので

ある14」と述べている。 
 

表 2 日本・チリ EPA 交渉プロセス 
 

また、「本協定は、我が国が進めている第

三国市場への財・サービス貿易のプラット

フォーム化戦略を強力に後押しし、チリが

アジアと南米のゲートウェイとなるため

の機会を提供するのである。（…）我が国

としてはこの歴史的なチャンスを生かさ

なければならない15」とも語っている。 
 このように日本とのEPAはチリにとって

上述のプラットフォーム化戦略を推進す

る原動力となることが期待されている。と



同時に、対日輸出のさらなる拡大に対する

期待も当然ながら大きい。フルチェは次の

ように述べている。「農牧セクターが も

恩恵を受ける分野であることは明らかで

あり、53％の輸出品目が関税即時引き下げ、

35％に対しては発効と同時に異なる関税

割り当てが適用されることになっている。

即ち、約 90％の農産輸出品が協定発効と同

時に関税ゼロ若しくは大幅な関税引き下

げの恩恵を受けて日本市場に参入するこ

とになり、これ程のアドバンテージを有し

ている国は直接的な競争相手の中に存在

していない16」。 
 一方で、バチェレ大統領は次のようにも

指摘している。「（日チリ EPA は）チリの企

業、輸出業界、生産業界にとって大きなチ

ャンスを提供してくれるものであり、チリ

経済の更なる発展を可能とするものであ

る。これは大企業のみを指しているのでは 
なく、中小企業をも視野に入れたものであ 
                      

上記で触れられている中小企業対策は、

2006年3月にチリ初の女性大統領として誕

生したバチェレ政権が政策の優先課題の

一つとしているものである

 
 

図 1 チリの規模別企業数（2004 年） 
 

 
 

り、持続的な雇用を創出してくれるものと 
なるであろう17」。 

18。企業数でみ

ると、2004 年の段階でチリには約 70 万の

中小マイクロ企業19が存在しており、全体

の約 99％を占めるに至っている（図 1）。
雇用構造をみても全体の 75％を中小マイ

クロ企業の被雇用者が占めている（図 2）。
反面、1999 年から 2003 年までの収益伸び

率では、大企業が 27.9％の増加を達成して

いるのに対して、マイクロ企業は－3.6％、

小企業・中企業はそれぞれ 1.1％、2.6％と

格差が拡大傾向にあることを示している

（図 3）20。また、大統領が触れていた輸出

への貢献という点に関しては、大企業が総

輸出額の 96.1％を占めており、中小マイク

ロ企業は僅か 3.9％のシェアにとどまって

いる（図 4）。 
 
 
図 2 チリの企業規模別雇用構造（2003 年） 

 

 

 

 



図 3 チリの規模別企業平均収益（99-03） 
 

 
チリは国内市場が小さく、開放政策に基づ

いた輸出拡大を経済成長戦略の軸とする

方針は今後も継続されると思われる。しか

しながら、ネオリベラリズムの導入により

国際競争力を有する一部の大企業が生き

残り、国内の格差が拡大したことは指摘さ

れているところである。「平等な成長」を

掲げるバチェレ政権には、緊急且つ積極的

に中小マイクロ企業対策を断行すること

が求められている。経済格差の是正と安定

した雇用創出を図り国内産業の底力をつ 
 
図 4 チリの企業規模別輸出額（2003 年単

位:100 万ペソ） 

 

                  

けるためにも、FTA を国内の中小マイクロ

企業成長の原動力として利用していく具

体的戦略が必要とされているのである。 
 
おわりに 
 チリはラテンアメリカ諸国の中でいち

早くネオリベラリズムを導入し、通商政策

に関しても試行錯誤を経ながら現在の広

範な FTA 網を構築するに至っている。日本

との EPA においては、対日輸出拡大ととも

に日本からの投資増加が期待されており、

結果としてチリが標榜する「プラットフォ

ーム化」戦略の原動力となることが求 
められている。 

その反面、一次産品等輸出拡大及び同セ

クターへの外国投資の集中に伴い、環境問

題の深刻化（環境汚染、乱開発、住民の生

活圏への影響等）や労働市場の不安定化

（労働条件の悪化、季節労働及び非正規雇

用の増加等）が進むことを危惧する声も存

在している21。また、国内企業数のほとん

どを占め、雇用吸収力も高い中小マイクロ

企業が如何にチリのFTA網を成長の礎とし

て利用していくことができるかが問われ

ている。チリがFTAを活用することにより

「持続可能な成長」を実現していくために

は、国内統合の視点に立ったさらなる具体

的政策の実行が求められている。 
 

（たかはし・こう 在チリ大使館専門調査員） 

本稿における見解は筆者個人のものであり、外務省並

びに在チリ日本大使館の見解を代表するものではな

い。 
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1 7 Gobierno de Chile, Comunicado de Prensa, 17 de 
noviembre de 2006.  
18 Gobierno de Chile, Discurso de 21 de mayo de 2006, 
[http://gobierno.cl/21mayo2006].  
19 他のラテンアメリカ諸国と同様、チリには統一され

た中小マイクロ企業の定義が存在していない。 
本稿で使用されているデータは全て経済省が定める

分類に基づいている。即ち、(1)マイクロ企業：年間収

益 2,400UF 未満、(2)小企業：同 2,400～25,000UF、(3)
中企業：同 25,001～100,000UF、(4)大企業：同 100,001UF
以上。 
20 もっとも、この時期はしばしば「失われた 5 年」と

呼ばれる期間に相当する。とはいえ、大企業が堅実に

収益を伸ばしている一方で中小マイクロ企業はいず

れもこの時期に収益減を経験しており、外的諸要因に

対しても企業規模が小さいほど脆弱であることを示

唆している。 
21 正しくこの点に関して、チリ 大の労働組合ナショ

ナルセンターである労働者統一中央組織（CUT）はチ

リが各国と締結するFTAに「環境」及び「労働」に関

する章を含めるよう政府に働きかけを行っている。ホ

セ・マヌエル・ディアス氏（CUT国際関係担当者）へ

のインタビュー（2006 年 12 月 20 日、Santiago） 
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